
（
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第

三
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

独
立
行
政
法
人
日
本

医
療
研
究
開
発
機
構

独
立
行
政
法
人
日
本

医
療
研
究
開
発
機
構

法
（
平
成
二
十
六
年

法
律
第
四
十
九
号
）

第
十
七
条
第
一
項

内
閣
府
令
・
文
部
科

学
省
令
・
厚
生
労
働

省
令
・
経
済
産
業
省

令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

（
内
閣
府
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

内
閣
府
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
国
立
公
文
書
館
分
科
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構

第
八
条
た
だ
し
書
中
「
大
臣
官
房
公
文
書
管
理
課
に
お
い
て
、」の
下
に「
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
分
科
会
及
び
」

を
加
え
る
。

平成™�年�月˜�日 水曜日 (号外第˜œ 号)官 報

（
国
の
有
す
る
権
利
及
び
義
務
の
承
継
の
際
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
財
産
）

第
三
条

法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
財
産
は
、
前
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労

働
大
臣
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
し
た
権
利
に
係
る
財
産
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣

又
は
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
が
承
継
す
る
資
産
に
係
る
評
価
委
員
の
任
命
等
）

第
四
条

法
附
則
第
二
条
第
三
項
（
法
附
則
第
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
三
項
に

お
い
て
同
じ
。）の
評
価
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
内
閣
総
理
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び

経
済
産
業
大
臣
が
任
命
す
る
。

一

内
閣
府
の
職
員

一
人

二

財
務
省
の
職
員

一
人

三

文
部
科
学
省
の
職
員

一
人

四

厚
生
労
働
省
の
職
員

一
人

五

経
済
産
業
省
の
職
員

一
人

六

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
の
役
員
（
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
が
成
立
す
る
ま

で
の
間
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
に
係
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
設
立
委
員
）

一
人

七

学
識
経
験
の
あ
る
者

一
人

２

法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
は
、
同
項
の
評
価
委
員
の
過
半
数
の
一
致
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
関
す
る
庶
務
は
、
内
閣
府
本
府
に
置
か
れ
る
政
策
統
括
官
に
お
い

て
処
理
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
の
成
立
の
時
に
お
い
て
承
継
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所

の
権
利
及
び
義
務
）

第
五
条

法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
権
利
及
び
義
務
は
、
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独

立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
十
五
条
第
一
号
ロ
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
業
務
に
関
し
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
が
有
す
る
権
利
及
び
義
務
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す

る
も
の
と
す
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
三
十
二

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構

第
四
十
三
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
十
七

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構

（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
七
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
」
の
下
に
「
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究

開
発
機
構
」
を
加
え
る
。

一

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
別
表
第
二
第
一

号
二

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
附
則
第
二

項
第
一
号

三

国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十

二
年
政
令
第
五
百
五
十
六
号
）
第
一
号

四

国
等
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
等
の
排
出
の
削
減
に
配
慮
し
た
契
約
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
の

法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
四
十
四
号
）
第
一
号

五

母
子
家
庭
の
母
及
び
父
子
家
庭
の
父
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
の
法
人
を
定
め
る
政
令

（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
三
号
）
第
一
号

六

国
等
に
よ
る
障
害
者
就
労
施
設
等
か
ら
の
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年

政
令
第
二
十
二
号
）
第
二
条
第
一
号

七

雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
七
十

二
号
）
第
一
号

（
官
公
需
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
者
の
受
注
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

官
公
需
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
者
の
受
注
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
二
百
四

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医

療
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
」
に
改
め
る
。

（
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改

正
）

第
九
条

大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
十
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
第
四
十
八
号
を
第
四
十
九
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表

に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構

（
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
中
「
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
」
を
「
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
、
独

立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
」
に
改
め
る
。

（
産
業
技
術
力
強
化
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

産
業
技
術
力
強
化
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
第
五
十
一
号
を
第
五
十
二
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
五
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
に
第
一

号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構

（
内
閣
府
本
府
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
五
号
中
「
国
立
公
文
書
館
分
科
会
」
の
下
に
「
、
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
分
科
会
」
を
加
え
る
。

（
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
三
号
中
「
第
十
五
条
第
一
号
ハ
及
び
ニ
」
を
「
第
十
五
条
第
一
号
ロ
及
び
ハ
」
に
改
め

る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

経
済
産
業
大
臣

茂
木

敏
充

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

環
境
大
臣

石
原

伸
晃

Ÿ
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